
こんな方におすすめです！

三重県労協活用促進地域連携協議会
（事務局:三重県雇用経済部障がい者雇用・就労促進課）
TEL: 059-224-2461  mail: syurou@pref.mie.lg.jp

伊勢市開催 （会場参加のみ）

２/24(火) 14:00～15:30
会場 伊勢市生涯学習センター いせトピア

３階 文化交流室（伊勢市黒瀬町562-12/駐車場無料）

紀北町開催 （オンライン参加可能）

２/27(金) 10:30～12:00
会場 東長島公民館大集会室

(北牟婁郡紀北町東長島915番地2/駐車場無料)

地域づくりがしごとになる？

労働者協同組合を学ぶ
ワークショップ

「地域の課題や困りごとを解決する仕事」をはじめたい

働く一人ひとりが主人公になれる、自分らしい働き方がしたい

困りごとを抱えている地域を、住民の力で何とかしたい

【申込〆】

2/20(金)

17時まで

お問い合わせ先

定員20名

会場定員
15名

申し込みはこちら

参加費
無料

厚生労働省「労働者協同組合活用促進モデル事業」

【申込〆】

2/26(木)

17時まで

～草刈りなど地域の困りごと解決を仕事にする労働者協同組合を知ってみよう～

～農業で地域に貢献する労働者協同組合を知ってみよう～

地域課題を解決する新たな選択肢



対象者 県内の個人、法人、団体など
実施方法 電話、メール、オンライン、対面等での相談対応を実施します
支援回数 アドバイザー派遣は１者あたり各年度１回を限度とします

（各年度の上限回数に達した場合は受付を停止することがあります）

受付方法 右の二次元コードからお申し込みください
費用 無料（アドバイザーの交通費等も不要です）

お問い合わせ先
三重県労協活用促進地域連携協議会
（事務局:三重県雇用経済部障がい者雇用・就労促進課）
TEL: 059-224-2461  mail: syurou@pref.mie.lg.jp

相談＆アドバイザー
の申し込みはこちらから

労働者がお金を出し合い、意見を反映し、自ら働く「協同労働」という働き方を前提とした新しい法人制

度で、令和４年10月「労働者協同組合法」の施行により設立が可能になりました。

多様な働き方を実現しつつ、持続可能で活力ある地域社会に資する事業が全国で広がっています。

相談窓口＆アドバイザー派遣も実施しています

ワークショップの内容

２団体から活動紹介をお聞きし、事例から地域での役割や労
働者協同組合の働き方を学び、制度活用の可能性を考えます。

草刈りなど身近な困りごと解決から仕事を起こし、40年以上
「協同労働」を実践。現在は介護分野にまで仕事を広げてい
る。

労働者協同組合
ワーカーズコープみえ

（松阪市）

労働者協同組合うんなん
（島根県雲南市）

地域自主組織（任意団体）から事業を切り出して法人を設
立し、住民自身の気づきを事業に反映しながら、安心して暮
らせる地域の実現を目指している。

２/24(火)

つくば労働者協同組合のみなさんから活動紹介をお聞きする
とともに、労協制度の概要や可能性について事務局から紹介
します。

耕作放棄地の増加を背景に、農業に特化した法人を設立。
フラットな関係性の３人で、農業で地域に貢献し、地域を活
性化するという理念のもと取組を進めている。

つくば労働者協同組合
（茨城県つくば市）

２/2７(金)

労働者協同組合(ろうきょう)とは？

※オンライン出演

※オンライン出演
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